


から

     

1969（昭和44）年 高知市民憲章の制定「鏡川を清潔なまちのシンボルにしましょう」 

1984（昭和59）年 市民等有志による「鏡川研究会」発足  高知市議会への条例制定に向けた陳情  
1989（平成元）年 鏡川清流保全条例を制定（全国で２番目となる清流保全条例） 鏡川清流保全審議会を設置 

1991（平成  ３）年 

1975・1976（昭和50・51）年 台風による市域の浸水被害 

鏡川清流保全基本計画を策定 

1992（平成  ４）年 国連環境開発会議（地球サミット）において「アジェンダ21」が採択 

1993（平成  ５）年 環境基本法の制定 
1995（平成  ７）年 生物多様性国家戦略策定（2010年までに３回の改訂） 
1997（平成  ９）年 河川法改正（治水・利水・環境の総合的な河川制度の整備） 

2007（平成19）年 新鏡川清流保全基本計画を策定 

2012（平成24）年 生物多様性国家戦略2012-2020策定 
2015（平成27）年 国連持続可能な開発サミットにおいて「2030アジェンダ」が採択 
2017（平成29）年 

 ◇キャッチフレーズ：「とりもどそう子どもと魚の遊ぶ鏡川」 
 ◇構成：「鏡川３つの構想」と「人づくりまちづくり」 

１）きれいな水を守る構想  ２）自然環境を守り育てる構想  ３）美しい眺めをつくる構想   

 ◇基本理念「森と海とまちをつなぐ環境軸」  ◇キャッチフレーズ：「アユの群れなす鏡川」 
 ◇構成：３つの構想の下，９つのランクアップ計画 

１）森づくり  ２）川づくり  ３）人づくり・まちづくり  ※第１次～第３次実施計画を策定 

2017鏡川清流保全基本計画を策定 
 ◇基本理念：鏡川～森と海とまちをつなぐ環境軸～ 

  市民や団体，行政など鏡川に関わる全ての主体が協働・連携して次のことを未来の子どもたちに引き継いでいきます。  
   １）安心・安全な鏡川のきれいな水     ２）鏡川を介して森から海へとつながる環境と生きものの多様性 
   ３）流域の風土によって形成された景観や流域固有の歴史文化 

工石青少年の家利用者数 5,479人/年 8,000人/年

の

（標高897.4m）

領家の取水堰と水田

等の

開催



川魚を補食するサギ

菖蒲洞

七ツ淵の滝

鏡川では、仁淀川と同等の82種の魚類が確認されており、この多様さは
広大な汽水域である浦戸湾の存在が密接に関係しています。鏡川の代表
的な水産重要種であるアユの近年の天然遡上数は最大でも38万尾に
とどまっています。鏡ダム湖上流では、陸封アユが毎年確認されており、
生息数は平年で9万尾前後（多い年には約20万尾）と推定されています。

　鏡川には、源流域から河口の浦戸湾、流域の森や農地など、多様な
環境が存在しています。それら様々な環境に応じて多種多様な生き
ものが生息・生育しており、82種もの魚類をはじめ、両生類、昆虫類や
鳥類、また、植物も数多く生育しています。
　しかし、近年では鏡川のシンボルであるアユの生息数の減少や、外
来動植物による生態系の攪乱、シカによる植生被害への懸念など
様々な課題が浮かび上がってきています。生きものの保護対策を進
め、鏡川の生物多様性の確保を推進します。

　鏡川は市民の原風景であり、自然の豊かさや
流域の生活文化を印象づける良好な景観が今に
受け継がれています。流域の景観保全にあたって
は、法に基づく規制はもとより、鏡川清流保全条例
による区域指定などによって鏡川の優れた自然
環境の保全が図られています。
　一方で、上流域における耕作放棄地の増加や
景観への配慮が十分ではない開発等の行為な
どによって、流域の景観の質は低下しつつあると
もいえます。指定区域の基準の見直しや景観を
保全・形成するしくみづくりを進めます。

魚介類

施策

●近年の魚介類の生息実態の把握と適切な保護対策の検討［施策12］
●絶滅危惧種に指定されている種の保全［施策12］
●アユの産卵場の維持・拡大［施策13］
●陸封アユの生息状況の把握［施策13］

課題

鏡川河口域は、右岸側に干潟が広がるとともに、泥底にはアマモ場が存在し、
多様な生きものの生息・生育場が形成されています。浦戸湾にはわずかなが
ら自然に近い渚が残され、アユ仔稚魚等の希少な成育場となっています。

干潟・藻場などの分布状況

●干潟、藻場、渚などの保全［施策13］課題

●流域内の植物の生育状況の把握［施策12］
●種の絶滅や減少の要因の解明と絶滅危惧種の
　保全状況をより良くするための取組［施策12］
●シカの個体数の動向及び農林業や自然植生への被害状況の把握［施策14］

課題

上流域ではカジカガエル、源流域では3種のサンショウウオなどが生息していま
す。水生昆虫を指標とした調査結果では、吉原川上流域は「きれいな水」、下流域
は「ややきれいな水」～「きれいな水」と評価されています。鏡川流域ではこれまで
に95種の鳥類が確認され、これは県内で確認された鳥類の約3割に相当します。

その他の動物

●両生類の生息環境としての森林と水辺の保全［施策13］
●継続的な水質監視に加えて水生昆虫を指標とした
　水質モニタリングの継続［施策13］
●カワウの個体数管理［施策14］

課題

春野町を除く高知市内では1,923種の植物が確認されており、この数は県内で確認さ
れている植物種の約6割に相当します。2014年度時点で15種は絶滅したと考えられ、
生育種の約1割にあたる169種が絶滅危惧種に指定されています。県内ではシカによ
る林業・農業被害の拡大とともに、ここ数年は標高の高い地域の自然植生にも影響を
及ぼしており、現在影響の小さい高知市でも分布や被害の拡大が危惧されています。

植物

アユ アユ放流

ゲンジボタル ニホンジカの食害 吉原ふれあいの里（上流域）

カジカガエル

「生きもの」の多様性の確保今と課題

●外来生物の危険性についての理解促進及び予防三原則に基づく取組
●シカやカワウなどの被害状況の把握及び防除対策

外来生物及び有害鳥獣への対策

●アユの生息実態に関する各種調査
●アユ産卵域の維持・拡大
●環境学習を兼ねての水生生物モニタリング

多様な生きものの
生息空間の保全と再生

流域の動植物と希少動植物の
実態把握と保全・保護対策

●希少動植物を含めた生きものの生息・生育実態の把握及び保全対策
●調査結果の提供による市民の意識啓発・環境学習への活用

人工物の多い下流域ではやや単調ですが、上中流域には本来の川の姿が
多く残り、親水性の高い優れた景観を楽しめます。一方、自然と人の暮らし
が調和してかたちづくられた上中流域の里地の景観は、耕作放棄地の増加
や配慮が十分でない開発等によってその維持が難しくなってきています。

流域の景観

●親水性を支えている川の自然環境の保全 ［施策5・７］
●開発等の行為における景観配慮の推進 ［施策15・16］
●流域の景観を見守る市民の育成 ［施策16・17・18・19］
●景観を支える営みの存続 ［施策20］

課題

●自然環境保全区域や景観形成区域の指定を妨げている
　状況の改善 ［施策15］
●良好な景観形成に向けたしくみづくり ［施策15・16］

課題

鏡川清流保全条例では、鏡川の優れた自然環境を保全するための「自然
環境保全区域」、歴史的・文化的・伝統的な特性を生かした個性ある河川
景観の形成を図る「景観形成区域」をそれぞれ指定することができるとさ
れています。現状では、7か所の「自然環境保全区域」が指定されています
が、景観形成区域の指定は行われていません。

景観保全の取組

施策 「景観」の保全・形成今と課題

●「自然環境保全区域」などの指定にかかる評価項目・基準の明確化
●指定地及び候補地の現状調査と新たな掘り起こし

区域指定の推進

●先進事例の情報収集及び里山保全条例の手法導入の検討による
　効果的な保全手法の検証
●指定地の保全・形成に向けた支援の充実と景観価値の情報発信

景観の保全・形成を推進するしくみづくり

� � � � � � �

・水生昆虫による水質モニタリング地点数　
　           2地点/年→　　 　 5地点/年

・天然アユ遡上数
　         18.8万尾→               50万尾

自然環境保全区域の追加指定　
　　　　7か所 施策実施に基づく追加指定

鏡川写真コンテストへの応募作品数
　　　116点　　　 180点

景観形成区域の新たな指定
0か所　　  施策実施に基づく新たな指定

●予防的措置の促進［施策14］
●既に侵入している生態系被害防止外来種の確認情報の収集［施策14］課題

春野町を除く高知市内では、これまでに311種の植物の外来種が確認されており、
そのうち特定外来生物４種を含む生態系被害防止外来種は75種確認されていま
す。動物の特定外来生物は、ブラックバスやブルーギル（魚類）、セアカゴケグモ
（クモ類）、ウシガエル（両生類）などが高知市内で確認されています。

外来種

下流域における夕方の風景

7 8

五台山展望台から見た鏡川の下流域高知市街地

ながら

オオキンケイギク

ホタルに関する情報発信件数
3件/年 6件/年



自然河道（安定した河岸、河床）の保全と再生

等

で実施する



ながら

オオキンケイギク

ホタルに関する情報発信件数
3件/年 6件/年

川魚を補食するサギ

菖蒲洞

七ツ淵の滝

鏡川では、仁淀川と同等の82種の魚類が確認されており、この多様さは
広大な汽水域である浦戸湾の存在が密接に関係しています。鏡川の代表
的な水産重要種であるアユの近年の天然遡上数は最大でも38万尾に
とどまっています。鏡ダム湖上流では、陸封アユが毎年確認されており、
生息数は平年で9万尾前後（多い年には約20万尾）と推定されています。

　鏡川には、源流域から河口の浦戸湾、流域の森や農地など、多様な
環境が存在しています。それら様々な環境に応じて多種多様な生き
ものが生息・生育しており、82種もの魚類をはじめ、両生類、昆虫類や
鳥類、また、植物も数多く生育しています。
　しかし、近年では鏡川のシンボルであるアユの生息数の減少や、外
来動植物による生態系の攪乱、シカによる植生被害への懸念など
様々な課題が浮かび上がってきています。生きものの保護対策を進
め、鏡川の生物多様性の確保を推進します。

　鏡川は市民の原風景であり、自然の豊かさや
流域の生活文化を印象づける良好な景観が今に
受け継がれています。流域の景観保全にあたって
は、法に基づく規制はもとより、鏡川清流保全条例
による区域指定などによって鏡川の優れた自然
環境の保全が図られています。
　一方で、上流域における耕作放棄地の増加や
景観への配慮が十分ではない開発等の行為な
どによって、流域の景観の質は低下しつつあると
もいえます。指定区域の基準の見直しや景観を
保全・形成するしくみづくりを進めます。

魚介類

施策

●近年の魚介類の生息実態の把握と適切な保護対策の検討［施策12］
●絶滅危惧種に指定されている種の保全［施策12］
●アユの産卵場の維持・拡大［施策13］
●陸封アユの生息状況の把握［施策13］

課題

鏡川河口域は、右岸側に干潟が広がるとともに、泥底にはアマモ場が存在し、
多様な生きものの生息・生育場が形成されています。浦戸湾にはわずかなが
ら自然に近い渚が残され、アユ仔稚魚等の希少な成育場となっています。

干潟・藻場などの分布状況

●干潟、藻場、渚などの保全［施策13］課題

●流域内の植物の生育状況の把握［施策12］
●種の絶滅や減少の要因の解明と絶滅危惧種の
　保全状況をより良くするための取組［施策12］
●シカの個体数の動向及び農林業や自然植生への被害状況の把握［施策14］

課題

上流域ではカジカガエル、源流域では3種のサンショウウオなどが生息していま
す。水生昆虫を指標とした調査結果では、吉原川上流域は「きれいな水」、下流域
は「ややきれいな水」～「きれいな水」と評価されています。鏡川流域ではこれまで
に95種の鳥類が確認され、これは県内で確認された鳥類の約3割に相当します。

その他の動物

●両生類の生息環境としての森林と水辺の保全［施策13］
●継続的な水質監視に加えて水生昆虫を指標とした
　水質モニタリングの継続［施策13］
●カワウの個体数管理［施策14］

課題

春野町を除く高知市内では1,923種の植物が確認されており、この数は県内で確認さ
れている植物種の約6割に相当します。2014年度時点で15種は絶滅したと考えられ、
生育種の約1割にあたる169種が絶滅危惧種に指定されています。県内ではシカによ
る林業・農業被害の拡大とともに、ここ数年は標高の高い地域の自然植生にも影響を
及ぼしており、現在影響の小さい高知市でも分布や被害の拡大が危惧されています。

植物

アユ アユ放流

ゲンジボタル ニホンジカの食害 吉原ふれあいの里（上流域）

カジカガエル

「生きもの」の多様性の確保今と課題

●外来生物の危険性についての理解促進及び予防三原則に基づく取組
●シカやカワウなどの被害状況の把握及び防除対策

外来生物及び有害鳥獣への対策

●アユの生息実態に関する各種調査
●アユ産卵域の維持・拡大
●環境学習を兼ねての水生生物モニタリング

多様な生きものの
生息空間の保全と再生

流域の動植物と希少動植物の
実態把握と保全・保護対策

●希少動植物を含めた生きものの生息・生育実態の把握及び保全対策
●調査結果の提供による市民の意識啓発・環境学習への活用

人工物の多い下流域ではやや単調ですが、上中流域には本来の川の姿が
多く残り、親水性の高い優れた景観を楽しめます。一方、自然と人の暮らし
が調和してかたちづくられた上中流域の里地の景観は、耕作放棄地の増加
や配慮が十分でない開発等によってその維持が難しくなってきています。

流域の景観

●親水性を支えている川の自然環境の保全 ［施策5・７］
●開発等の行為における景観配慮の推進 ［施策15・16］
●流域の景観を見守る市民の育成 ［施策16・17・18・19］
●景観を支える営みの存続 ［施策20］

課題

●自然環境保全区域や景観形成区域の指定を妨げている
　状況の改善 ［施策15］
●良好な景観形成に向けたしくみづくり ［施策15・16］

課題

鏡川清流保全条例では、鏡川の優れた自然環境を保全するための「自然
環境保全区域」、歴史的・文化的・伝統的な特性を生かした個性ある河川
景観の形成を図る「景観形成区域」をそれぞれ指定することができるとさ
れています。現状では、7か所の「自然環境保全区域」が指定されています
が、景観形成区域の指定は行われていません。

景観保全の取組

施策 「景観」の保全・形成今と課題

●「自然環境保全区域」などの指定にかかる評価項目・基準の明確化
●指定地及び候補地の現状調査と新たな掘り起こし

区域指定の推進

●先進事例の情報収集及び里山保全条例の手法導入の検討による
　効果的な保全手法の検証
●指定地の保全・形成に向けた支援の充実と景観価値の情報発信

景観の保全・形成を推進するしくみづくり
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・水生昆虫による水質モニタリング地点数　
　           2地点/年→　　 　 5地点/年

・天然アユ遡上数
　         18.8万尾→               50万尾

自然環境保全区域の追加指定　
　　　　7か所 施策実施に基づく追加指定

鏡川写真コンテストへの応募作品数
　　　116点　　　 180点

景観形成区域の新たな指定
0か所　　  施策実施に基づく新たな指定

●予防的措置の促進［施策14］
●既に侵入している生態系被害防止外来種の確認情報の収集［施策14］課題

春野町を除く高知市内では、これまでに311種の植物の外来種が確認されており、
そのうち特定外来生物４種を含む生態系被害防止外来種は75種確認されていま
す。動物の特定外来生物は、ブラックバスやブルーギル（魚類）、セアカゴケグモ
（クモ類）、ウシガエル（両生類）などが高知市内で確認されています。

外来種

下流域における夕方の風景
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五台山展望台から見た鏡川の下流域高知市街地



の

（標高897.4m）

領家の取水堰と水田

等の

開催

から

     

1969（昭和44）年 高知市民憲章の制定「鏡川を清潔なまちのシンボルにしましょう」 

1984（昭和59）年 市民等有志による「鏡川研究会」発足  高知市議会への条例制定に向けた陳情  
1989（平成元）年 鏡川清流保全条例を制定（全国で２番目となる清流保全条例） 鏡川清流保全審議会を設置 

1991（平成  ３）年 

1975・1976（昭和50・51）年 台風による市域の浸水被害 

鏡川清流保全基本計画を策定 

1992（平成  ４）年 国連環境開発会議（地球サミット）において「アジェンダ21」が採択 

1993（平成  ５）年 環境基本法の制定 
1995（平成  ７）年 生物多様性国家戦略策定（2010年までに３回の改訂） 
1997（平成  ９）年 河川法改正（治水・利水・環境の総合的な河川制度の整備） 

2007（平成19）年 新鏡川清流保全基本計画を策定 

2012（平成24）年 生物多様性国家戦略2012-2020策定 
2015（平成27）年 国連持続可能な開発サミットにおいて「2030アジェンダ」が採択 
2017（平成29）年 

 ◇キャッチフレーズ：「とりもどそう子どもと魚の遊ぶ鏡川」 
 ◇構成：「鏡川３つの構想」と「人づくりまちづくり」 

１）きれいな水を守る構想  ２）自然環境を守り育てる構想  ３）美しい眺めをつくる構想   

 ◇基本理念「森と海とまちをつなぐ環境軸」  ◇キャッチフレーズ：「アユの群れなす鏡川」 
 ◇構成：３つの構想の下，９つのランクアップ計画 

１）森づくり  ２）川づくり  ３）人づくり・まちづくり  ※第１次～第３次実施計画を策定 

2017鏡川清流保全基本計画を策定 
 ◇基本理念：鏡川～森と海とまちをつなぐ環境軸～ 

  市民や団体，行政など鏡川に関わる全ての主体が協働・連携して次のことを未来の子どもたちに引き継いでいきます。  
   １）安心・安全な鏡川のきれいな水     ２）鏡川を介して森から海へとつながる環境と生きものの多様性 
   ３）流域の風土によって形成された景観や流域固有の歴史文化 

工石青少年の家利用者数 5,479人/年 8,000人/年


